
木材追跡システム実証事業（新規）

【平成20年度概算決定額 ３２，０００（０）千円】
事業のポイント

平成１７年度から３年間の事業で開発するトレーサビリティ技術を天然
林の伐採現場において現地実証します。

（違法伐採に関する国際的動向）

・ であるとの報告（英・インドインドネシアで生産される木材の50％以上が違法伐採

ネシア政府の共同調査 年 。1999 ）

2000 2005 730・世界の森林は 年から 年にかけて 日本の国土の２割に相当する年平均、 、

万 の純減（ 「世界森林資源評価 。ha FAO 2005」）
2003年6月、日本とインドネシアの間で、違法伐採対策のための協力に関する「共同・

。発表 「アクションプラン」に関係閣僚が署名」、

・ 年のＧ８サミット（我が国主催）において、温暖化対策及び違法伐採対策にお2008
いて国際イニシアチブを主導することが重要。

政策目標
木材トレーサビリティ技術を活用した違法伐採対策を木材生産国に

おいて実現（平成２２年度）

＜内容＞
２次元バーコードによる木材トレーサビリティ技術等天然林伐採現場において、

とともに、これらに関わる政府職員、環境ＮＧＯ等を対象としたの現地実証を行う

研修会を開催します。

① 実証事業の実施

。木材生産国の実態に合わせ天然林伐採現場において実証試験を実施します

た木材トレーサビリティの稼働システムを完成させ、木材生産国への木材トレ

ーサビリティ技術の導入を図ります。

② 研修会の開催

。違法伐採対策に政府職員や環境ＮＧＯ等を対象とした研修会を開催します

関わる政府職員や環境ＮＧＯ、伐採事業者等を対象とした研修会を開催し、２

次元バーコードによる木材トレーサビリティ技術を普及します。

＜補助率＞
定額

＜事業実施主体＞
民間団体

＜事業実施期間＞
平成２０年度～２２年度（３年間）

［担当課：林野庁木材利用課］


